
三重県⾧寿介護課

資料２

第８次三重県医療計画（在宅医療）の
策定について



1. 第８次医療計画に係る通知

2. みえ高齢者元気・かがやきプラン
第8期三重県介護保険事業支援計画・
第9次高齢者福祉計画との一体的な策定
について
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第８次医療計画の策定

医療法

 医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第４項の規定に基づき、都道府県は、
５疾病・６事業※及び在宅医療に係る医療連携体制に関する事項等を医療計画に定め
ることとされている。
※「新興感染症等の感染拡大時における医療」が追加

 厚生労働省医政局⾧通知（令和５年３月31日）「医療計画について」において、医療
計画の策定に当たっては、基本方針に即して、指針及び「疾病・事業及び在宅医療に係
る医療体制について」（令和５年３月31日付け医政地発0331第14号厚生労働省医
政局地域医療計画課⾧通知）の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構
築に係る指針」（以下、「疾病・事業及び在宅医療指針」）を参考にすることとされている。

 上記課⾧通知の別紙（「疾病・事業及び在宅医療指針」）において、「在宅医療の体制
構築に係る指針」が示されている。

計画の位置付け
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医療計画の策定に係る指針等
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国が示す第８次医療計画のポイント

令和５年度第１回医療政策研修会
（令和５年５月１８日）資料１より抜粋

県に求められる対応

 第８次三重県医療計画において、国から示される策定指針等を踏まえ、「在宅医療に関
する体制整備」に該当する部分の策定が必要。
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在宅医療の体制について



1. 第８次医療計画に係る通知

2. みえ高齢者元気・かがやきプラン
第8期三重県介護保険事業支援計画・
第9次高齢者福祉計画との一体的な策定
について
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３ 認知症施策の推進
(1)地域支援体制の強化と普及啓発

～「共生」の取組

(2)医療・介護サービスの充実と予防
～「予防」の取組

３ 認知症施策の推進
(1)地域支援体制の強化と普及啓発

～「共生」の取組

(2)医療・介護サービスの充実と予防
～「予防」の取組

基本方針 地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、
医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進に取り組むことで、
地域共生社会の実現を図ります。

基本方針 地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、
医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進に取り組むことで、
地域共生社会の実現を図ります。

具体的な取組

１ 介護サービス基盤の整備
(1)介護サービス基盤の整備
１ 介護サービス基盤の整備
(1)介護サービス基盤の整備

２ 地域包括ケアシステム推進のための支援
(1)地域包括支援センターの機能強化

(２)介護予防・生活支援サービスの充実

(３)在宅医療・介護連携の推進

２ 地域包括ケアシステム推進のための支援
(1)地域包括支援センターの機能強化

(２)介護予防・生活支援サービスの充実

(３)在宅医療・介護連携の推進

－１ 在宅サービス
－２ 短期入所サービス
－３ 地域密着型サービス
－４ 特別養護老人ホーム
－５ 介護老人保健施設
－６ 介護療養型医療施設・

介護医療院
－７ 個室ユニット化の推進
－８ 養護老人ホーム
－９ 軽費老人ホーム

１・２・３・４を下支え

－２ 地域ケア会議
－１ 地域包括支援センター
－２ 地域ケア会議

－１ 健康づくり
－２ 介護予防
－３ 生活支援

－１ 在宅医療
－２ 医療・介護連携
－３ リハビリテーション提供体制

４ 安全安心のまちづくり
(1)高齢者の社会参加
(2)高齢者にふさわしい住まいの確保
(3)権利擁護と虐待防止
(4)高齢者の安全安心
(5)災害に対する備え
(6)感染症に対する備え

４ 安全安心のまちづくり
(1)高齢者の社会参加
(2)高齢者にふさわしい住まいの確保
(3)権利擁護と虐待防止
(4)高齢者の安全安心
(5)災害に対する備え
(6)感染症に対する備え

５ 地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保および業務効率化の取組
(１)介護人材の確保・定着 (２)介護職員等の養成および資質向上 (３)介護の担い手に関する取組 (４)業務効率化の取組
５ 地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保および業務効率化の取組
(１)介護人材の確保・定着 (２)介護職員等の養成および資質向上 (３)介護の担い手に関する取組 (４)業務効率化の取組

６ 介護保険制度の円滑な運営と介護給付の適正化
(１)介護保険制度の円滑な運営 (２) 介護給付費の適正化

６ 介護保険制度の円滑な運営と介護給付の適正化
(１)介護保険制度の円滑な運営 (２) 介護給付費の適正化

－２ 認知症の人と家族への支援
－１ 認知症の人を支える地域づくり
－２ 認知症の人と家族への支援

－２ 医療・介護従事者の認知症対応力の向上
－１ 認知症の医療・介護連携
－２ 医療・介護従事者の認知症対応力の向上

みえ高齢者元気・かがやきプラン＜第８期＞の全体像
（第８期三重県介護保険事業支援計画・第９次三重県高齢者福祉計画）
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医療計画とみえ高齢者元気・かがやきプランの関係

在宅医療

地域包括ケアシステ
ム推進のための支援
在宅医療・介護連携の

推進
医療・介護連携
リハビリテーション

提供体制

かがやきプラン 医療計画

※「かがやきプラン」とは三重高齢者元気・かがやきプランを略して表現したものです

１ 介護サービス基盤の整備
２ 地域包括ケアシステム推進

のための支援
(1)地域包括支援センターの機能強化
(2)介護予防・生活支援サービスの充実
３ 認知症施策の推進
４ 安全安心のまちづくり
５ 地域包括ケアシステムを支える

介護人材の確保および業務
効率化の取組

６ 介護保険制度の円滑な運営と
介護給付の適正化

・５疾病
がん 脳卒中
心筋梗塞等の心血管疾患
糖尿病 精神疾患

・６事業
救急医療
災害時における医療
新興感染症発生・

まん延時における医療
へき地の医療
周産期医療
小児医療
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第９期介護保険事業（支援）計画の基本指針（大臣告示）のポイント（案）
（出典:基本指針の構成について 社会保障審議会 介護保険部会（第107回）令和5年７月10日）
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第９期計画において記載を充実する事項（案）
（出典:基本指針の構成について 社会保障審議会 介護保険部会（第107回）令和5年７月10日）

１１
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介護保険支援計画一体的な策定に関する国の通知について
（出典:基本指針の構成について 社会保障審議会 介護保険部会（第107回）令和5年７月10日）

３ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備

地域包括ケアシステムの構築に必要となる在宅医療の提供体制は在宅
医療を受ける患者の生活の場である日常生活圏域での整備が必要である
ことから、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築のため、国
又は都道府県の支援のもと、市町村が主体となって地域の医師会等と協
働して、在宅医療の実施に係る体制の整備や、在宅医療や訪問看護を
担う人材の確保・養成を推進することが重要である。
今後、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認知症等の
高齢者の増加が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣
れた地域において継続して日常生活を営むことができるよう、市町村は、
入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応、
感染症発生時や災害時対応等の様々な局面において、地域における在
宅医療及び介護の提供に携わる者その他の関係者の連携（以下「在宅
医療・介護連携」という。）を推進するための体制の整備を図ることが重要
である。
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介護保険支援計画一体的な策定に関する国の通知について（出典:基本指針の
構成について 社会保障審議会 介護保険部会（第107回）令和5年７月10日）

そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーションの提
供に当たる理学療法士若しくは作業療法士若しくは言語聴覚士、管理
栄養士又は歯科衛生士等の医療関係職種と社会福祉士、介護福祉士、
介護支援専門員、地域包括支援センターの職員等の介護関係職種との
連携が重要であり、市町村が主体となって、医療及び介護の連携の核とな
る人材の育成を図りつつ、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を
構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和五年法律第
三十一号。以下「令 和五年の法改正」という。）によって創設された医療
法（昭和二十三年法 律第二百五号）におけるかかりつけ医機能報告等
も踏まえた協議の結果も考慮しながら、地域の医師会等と協働し在宅医
療・介護連携等の推進を図ることが重要である。その際には、医療や介護、
健康づくり部門の庁内連携を密にするとともに、取組を総合的に進める人
材を育成・配置していく ことも重要である。
また、市町村でＰＤＣＡサイクルに沿った事業展開を行えるよう、地域
包括ケア「見える化」システムを周知すること等が重要である。


